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令和３年第４回上小阿仁村議会定例会会議録（第２号） 

 

○招集（開会） 年月日   令和３年９月７日 

 

○招  集  場  所   上小阿仁村議会議場 

 

○開 議 年 月 日（時間）   令和３年９月 16 日（10 時 00 分） 

 

○出 席 議 員 

  １番  伊 藤 秀 明 君    ２番  佐 藤 真 二 君 

  ３番  武 石 辰 久 君    ４番  齊 藤 鉄 子 君 

  ５番  萩 野 芳 紀 君    ６番  河 村 良 満 君 

  ７番  北 林 義 髙 君    ８番  伊 藤 敏 夫 君 

 

○欠 席 議 員   なし 

 

○地方自治法第 121 条の規定により説明のため、会議に出席した者の職氏名 

  村          長   小 林 悦 次 

  副 村 長   惠比原   史 

  総 務 課 長   田 村 秀 幸 

  住 民 福 祉 課 長   齊 藤 幹 雄 

  産 業 課 長 兼 建 設 課 長   加 藤 浩 二 

  診 療 所 事 務 長   中 島 英 樹 

  代 表 監 査 委 員   鈴 木 義 廣 

  教 育 長   高 橋   充 

  教 育 委 員 会 事 務 局 長   小 林 博 隆 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長   大 沢   寿 

  議 会 書 記   上 杉 文 子 

 

○村長提出議案の題目   別紙のとおり 

 

○議員提出議案の題目   な し 

    

○議  事  日  程 

 第１ 委 員 長 報 告 
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 第２ 議 案 第 1 9 号 令和３年度上小阿仁村一般会計補正予算について 

 第３ 議 案 第 2 0 号 小型ロータリ除雪車（1.5ｍ級）の購入契約の締結について 

 第４ 議 案 第 2 1 号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第５ 諮 問 第 １ 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第６ 閉会中の継続調査の申し出について 

第７ 閉会中の所管事務等調査の申し出について  

 

○本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

 

 

  15 時 00 分 開会 

○議長（伊藤敏夫） ただいまの出席議員は 8 名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

 日程第１ 委員長報告 

○議長（伊藤敏夫） 日程第１ 先に付託しておりました事件について、委員長の報告

を求めます。総務産業常任委員長 4 番、齊藤鉄子君。 

 （4 番 齊藤鉄子議員 登壇） 

○総務産業常任委員長（齊藤鉄子） 

  委員会審査報告書 

 本委員会は、令和 3 年 9 月 7 日付託された次の議案を審査の結果、次のとおり決定し

たので、会議規則第 77 条の規定により報告します。 

 事件番号、件名、審査の結果の順に報告いたします。 

 議案第 2 号 令和 2 年度上小阿仁村一般会計歳入歳出決算の認定について、原案認

定。 

 議案第 3 号 令和 2 年度上小阿仁村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認

定について、原案認定。 

 議案第 4 号 令和 2 年度上小阿仁村国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算

の認定について、原案認定。 

 議案第 5 号 令和 2 年度上小阿仁村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、原案認定。 

 議案第 6 号 令和 2 年度上小阿仁村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、原案認定。 

 議案第 7 号 令和 2 年度上小阿仁村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、原案認定。 
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 議案第 8 号 令和 2 年度上小阿仁村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、原案認定。 

 議案第 9 号 令和 2 年度上小阿仁村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、原案認定。 

 議案第 10 号 令和 3 年度上小阿仁村一般会計補正予算について、原案可決。 

 議案第 11 号  令和 3 年度上小阿仁村国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算につ

いて、原案可決。 

 議案第 12 号 令和 3 年度上小阿仁村簡易水道事業特別会計補正予算について、原案可

決。 

 議案第 13 号 令和 3 年度上小阿仁村農業集落排水事業特別会計補正予算について、原

案可決。 

 議案第 14 号 令和 3 年度上小阿仁村下水道事業特別会計補正予算について、原案可

決。 

 議案第 15 号 令和 3 年度上小阿仁村介護保険事業勘定特別会計補正予算について、原

案可決。 

 議案第 16 号 令和 3 年度上小阿仁村後期高齢者医療特別会計補正予算について、原案

可決。 

 議案第 17 号 上小阿仁村過疎地域持続的発展計画（令和 3 年度～令和 7 年度）の策定

について、原案可決。 

議案第 18 号 上小阿仁村過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例について、原案可決。 

 以上のとおりでございます。 

 

 議案第２号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 2 号 令和 2 年度上小阿仁村一般会計歳入歳出決算の認定

についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり認定されました。 

 議案第３号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 3 号 令和 2 年度上小阿仁村国民健康保険事業勘定特別会

計歳入歳出決算の認定についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり認定されました。 
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 議案第４号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 4 号 令和 2 年度上小阿仁村国民健康保険診療施設勘定特

別会計歳入歳出決算の認定についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり認定されました。 

 

 議案第５号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 5 号 令和 2 年度上小阿仁村簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり認定されました。 

 

 議案第６号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 6 号 令和 2 年度上小阿仁村農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり認定されました。 

 

 議案第７号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 7 号 令和 2 年度上小阿仁村下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり認定されました。 

 

 議案第８号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 8 号 令和 2 年度上小阿仁村介護保険事業勘定特別会計歳

入歳出決算の認定についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり認定されました。 

 

 議案第９号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 9 号 令和 2 年度上小阿仁村後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり認定されました。 

 

 議案第１０号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 10 号 令和 3 年度上小阿仁村一般会計補正予算についての

件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 

  

 議案第１１号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 11 号 令和 3 年度上小阿仁村国民健康保険診療施設勘定特

別会計補正予算についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 

 

 議案第１２号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 12 号 令和 3 年度上小阿仁村簡易水道事業特別会計補正予

算についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 

 

 議案第１３号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 13 号 令和 3 年度上小阿仁村農業集落排水事業特別会計補
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正予算についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 

 

 議案第１４号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 14 号 令和 3 年度上小阿仁村下水道事業特別会計補正予算

についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 

 

 議案第１５号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 15 号 令和 3 年度上小阿仁村介護保険事業勘定特別会計補

正予算についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 

 

 議案第１６号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 16 号 令和 3 年度上小阿仁村後期高齢者医療特別会計補正

予算についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 

 

議案第１７号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 17 号 上小阿仁村過疎地域持続的発展計画（令和 3 年度～

令和 7 年度）の策定についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 
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 議案第１８号 討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 18 号 上小阿仁村過疎地域自立促進のための固定資産税の

課税免除に関する条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どおり、原案

どおり可決されました。 

 

 日程第２ 陳情審査報告 

○議長（伊藤敏夫） 次に日程第 2 先に付託したおりました陳情について、委員長の

報告を求めます。総務産業常任委員長、4 番、齊藤鉄子君。 

 （4 番 齊藤鉄子議員 登壇） 

○総務産業常任委員長（齊藤鉄子） 

 陳情審査報告書 

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第 94 条

第 1 項の規定により報告します。 

 受理番号、件名、審査の結果の順に読み上げます。 

 陳情第 4 号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について

国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を

求める陳情、不採択とすべきもの。 

 陳情第 5 号 沖縄防衛局による沖縄本島南部の沖縄戦戦没者の遺骨が混じった土砂の

採取計画を止めることを国に要請して求める意見書の提出要請に関する陳情書、不採択

とすべきもの。 

 陳情第 6 号 現金自動預け払い機（ＡＴＭ）の設置に関する陳情書、採択すべきも

の。 

 以上、報告いたします。 

 

陳情第４号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 陳情 4 号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・

国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとす

る意見書の採択を求める陳情についての件を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は不採択とすべきものです。したがって、原案に対し、採

決いたします。 

 陳情第 4 号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について

国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を

求める陳情についての件に賛成の方は、起立を願います。 
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○議長（伊藤敏夫） 起立少数です。 

 したがって、陳情第 4 号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外

移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意

見書の採択を求める陳情の件は起立少数で、委員長の報告どおり、不採択と決定いたし

ました。 

 

 陳情第５号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 陳情第 5 号 沖縄防衛局による沖縄本島南部の沖縄戦戦没者の遺

骨が混じった土砂の採取計画を止めることを国に要請して求める意見書の提出要請に関

する陳情書の件を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は不採択とすべきものです。したがって、原案に対して採

決します。 

 陳情第 5 号 沖縄防衛局による沖縄本島南部の沖縄戦戦没者の遺骨が混じった土砂の

採取計画を止めることを国に要請して求める意見書の提出要請に関する陳情書について

の件に賛成の方は、起立願います。 

○議長（伊藤敏夫） 起立少数です。 

 したがって、陳情第 5 号 沖縄防衛局による沖縄本島南部の沖縄戦戦没者の遺骨が混

じった土砂の採取計画を止めることを国に要請して求める意見書の提出要請に関する陳

情書の件は起立少数で、委員長の報告どおり、不採択と決定いたしました。 

 

陳情第６号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 陳情第 6 号 現金自動預け払い機（ＡＴＭ）の設置に関する陳情

書についての件を採決いたします。 

 本陳情は委員長の報告どおり、採択と決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり採択

と決定いたしました。 

  

日程第３ 議案第１９号 上程・討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 3 議案第 19 号 令和 3 年度上小阿仁村一般会計補正予算

についての件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。はい、総務課長。 

○総務課長（田村秀幸） 配布しております追加予算関係議案の 1 ページをお願いしま

す。 

議案第 19 号 令和 3 年度上小阿仁村一般会計補正予算、第 3 号であります。 

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 273 万 7,000 円を増額し、歳 
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入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29 億 566 万 7,000 円とするものでございます。 

 内容につきましては、8 ページ、9 ページをお開き願います。歳入であります。 

 14 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 1 目 総務費国庫補助金 273 万 7,000 円の追

加です。このほど、事業者支援分として内示を受けました、地方創生臨時交付金でござ

います。 

 次のページをお願いします。 

2 款 総務費 1 項 総務管理費 5 目 財産管理費 352 万円の追加です。これは 14

節 工事請負費で、保健センターの空調設備工事になります。同じく 16 目 減債基金費

は 420 万 3,000 円の減額でございます。収支の調整分です。7 款 1 項 商工費 1 目 

商工振興費 342 万円の追加です。18 節 負担金補助及び交付金で、正規雇用維持応援給

付金の事業費でございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

  質疑 

○議長（伊藤敏夫） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  討論 

○議長（伊藤敏夫） これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 討論がないようですので、討論を終結いたします。 

  採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 19 号 令和 3 年度上小阿仁村一般会計補正予算について件

を採決いたします。 

 本案は、原案どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 

日程第４ 議案第２０号 上程・討論・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 4 議案第 20 号 小型ロータリ除雪車（1.5ｍ級）の購入

契約の締結についての件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。はい、産業課長兼建設課長。 

○産業課長兼建設課長（加藤浩二） 同じく、追加提出議案の 12 ページをご覧くださ

い。 

 議案第 20 号 小型ロータリ除雪車（1.5ｍ級）の購入契約の締結について。 

 次のとおり、小型ロータリ除雪車（1.5ｍ級）の購入契約を締結したいので、地方自治

法第 96 条第 1 項第 8 号及び議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

3 条の規定により、議会の議決を求める。 
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1. 契約の目的 小型ロータリ除雪車（1.5ｍ級）の購入 

2. 契約の方法 指名競争入札 

3. 契約の金額 3,784 万円（うち消費税相当額 344 万円） 

4. 契約の相手方 秋田県北秋田市綴子字糠沢上谷地 416 

        暁商工株式会社 

         代表取締役 藤本 学 

 現在使用している小型ロータリ除雪車を、更新するためのものでございます。 

 令和 3 年 9 月 10 日に、仮契約を締結しております。13 ページがその写しとなっており

ます。 

 説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

  質疑 

○議長（伊藤敏夫） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  討論 

○議長（伊藤敏夫） これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 討論がないようですので、討論を終結いたします。 

  採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 20 号 小型ロータリ除雪車（1.5ｍ級）の購入契約の締結

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案どおり決してこれにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なし認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 

 日程第５ 議案第２１号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 5 議案第 21 号 教育委員会委員の任命につき同意を求め

ることについての件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。村長。 

 （小林悦次村長 登壇） 

○村長（小林悦次） 議案第 21 号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて。 

 本村教育委員会の委員に、次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第 4 条第 2 項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 記 

住 所  上小阿仁村杉花字杉花 42 番地 

氏 名  嶋森 憲雄  昭和 28 年 4 月 26 日生 
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提案理由 

 本村教育委員会委員 保坂康雄氏が、令和 3 年 9 月 30 日で任期満了となるため、この

議案を提出するものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 21 号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いての件を採決いたします。 

この採決は、無記名投票により行います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、無記名投票で行うことに決定いたし

ました。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖）  

○議長（伊藤敏夫） 立会人を指名いたします。 

会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に、4 番 齊藤鉄子君、5 番 萩野芳紀 

君を指名いたします。 

投票箱を改めさせます。 

 （投票箱点検） 

異状なしと認めます。 

念のため申し上げます。本件を可とする諸君は賛成または○印を、否とする諸君は反対

または×印を記載してください。 

白票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第 84 条及び 85 条の規定により、否とみ

なします。 

 なお、この採決の投票者は 7 名であります。 

これより投票を行います。事務局長が、議席番号を読み上げますので、順次投票願いま

す。 

 投票 

 （点呼、投票） 

○議長（伊藤敏夫） 投票漏れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 投票漏れなしと認めます。 

開票を行います。立会人の立ち会いをお願いします。 

（開票） 

○議長（伊藤敏夫） 投票総数 ７票、これは先ほどの議員数と符合しております。 

 そのうち、賛成 7 票。 

以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第 21 号 教育委員会委員の任命
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につき同意を求めることについての件は、同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

 （議場開鎖） 

 

 日程第６ 議案第２２号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 6 諮問第 1 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについての件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。村長。 

（小林悦次村長 登壇） 

○村長（小林悦次） 諮問第 1 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て、次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第 6 条第 3

項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

 記 

 住 所  上小阿仁村沖田面字上大海 27 番地 

 氏 名  清水 博司  昭和 27 年 6 月 27 日生 

 提案理由 

  人権擁護委員、清水博司氏が、令和 3 年 12 月 31 日で任期満了となるため、この案

を提出するものであります。 

  よろしくお願いいたします。  

 諮問第１号・採決 

○議長（伊藤敏夫） 諮問第 1 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

の件を採決いたします。 

この採決は、無記名投票により行います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、無記名投票で行うことに決定いたし

ました。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖）  

○議長（伊藤敏夫） 立会人を指名いたします。 

会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に、6 番 河村良満君、7 番 北林義髙 

君を指名いたします。 

投票箱を改めさせます。 

 （投票箱点検） 

異状なしと認めます。 

念のため申し上げます。本件を可とする諸君は賛成または○印を、否とする諸君は反対

または×印を記載してください。白票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第 84 条

及び 85 条の規定により、否とみなします。 
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 なお、この採決の投票者は７名であります。 

これより投票を行います。事務局長が、議席番号を読み上げますので、順次投票願いま

す。 

投票 

 （点呼、投票） 

○議長（伊藤敏夫） 投票漏れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 投票漏れなしと認めます。 

開票を行います。立会人の立ち会いをお願いします。 

 （開票）  

○議長（伊藤敏夫） 投票総数 ７票、これは先ほどの議員数と符合しております。 

 そのうち、賛成 7 票。 

以上のとおり、賛成が多数であります。 

 よって、諮問第 1 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は、 

適任と決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

 （議場開鎖） 

  

日程第７ 閉会中の継続調査の申出上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第４ 閉会中の継続調査の申し出についての件を議題といた

します。 

 議会運営委員長から、会議規則第 75 条の規定により、お手元に配布したとおり、閉会

中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、委員長の申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

 

日程第８ 閉会中の所管事務等の調査の申出上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 8 閉会中の所管事務等の調査申し出についての件を議題と

いたします。 

 総務産業常任委員長から、会議規則第 73 条の規定により、お手元に配布したとおり、

閉会中の所管事務等調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議あ

りませんか。 

 （「異議なし」呼ぶ者あり） 



 －14－  

○議長（伊藤敏夫）異議なしと認めます。よって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに決定いたしました。 

 

 閉  会 

○議長（伊藤敏夫） 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いた

しました。 

 これにて、令和 3 年第 4 回上小阿仁村議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  15 時 47 分 閉会 
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 上記会議経過は、事務局長 大沢寿の記載したものであるが、その内容に相違なき事

を証明するため、ここに署名する。 
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       署名議員             


